
補償のながれ（補償内容等） 
 

◇は補償、◆は福祉事業 

   内のものは一定の要件(障害等級等)あり 

   のもので支給を受ける場合は、その後に支払われる年金について、一定の期間支給が停止される 

公務災害又は通勤災害 

◆補装具 

◇介護補償 
◆ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ等の派遣 
◆奨学援護金 
◆就労保育援護金 

◇障害補償年金 
差額一時金 

◆奨学援護金 
◆就労保育援護金 
◆長期家族介護者援護金 
◆障害差額特別支給金 

◇介護補償 
◆ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ等の派遣 
◆奨学援護金 
◆就労保育援護金 

◆外科後処置 
◆補装具 
◆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 
◆ｱﾌﾀｰｹｱ 

亡くなられた時 

◇遺族補償 
◇葬祭補償 
◆遺族特別支給金 
◆遺族特別援護金 
◆遺族特別給付金 
◇遺族補償年金 
 前払一時金 

療養が必要な時 

◇療養補償 

休業して給与を 
受けていない時 

◇休業補償 
◆休業援護金 

傷病が治ゆした時 

◈治ゆの報告 

療養開始から 1 年 
6 か月を経過した時 

◈療養の現状 
 報告書の提出 

再び療養が 
必要になった時 

◈再発認定の請求 

一定の障害 
が残った時 

◇障害補償 
年金(1 級～7 級) 
一時金(8級～14級) 

◆障害特別支給金 
◆障害特別援護金 
◆障害特別給付金 
◇障害補償年金 
 前払一時金 

傷病等級に 
該当する時 

◇傷病補償年金 
◆傷病特別支給金 
◆傷病特別給付金 

 


